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広島県道路環境対策検討協議会 構成員 
中国地方整備局・中国運輸局・中国経済産業局・中国四国地方環境事務所 

広島県・広島県警察本部・広島市・広島高速道路公社 

西日本高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社 

 

広島都市部における沿道環境改善プログラム 

（H13.3策定）フォローアップの報告について 

●関係行政機関が連携し沿道環境の改善に取り組むため設立した「広島

県道路環境対策検討協議会」では、平成 13年に「沿道環境改善プログ

ラム」を策定し、特に沿道環境の厳しい広島都市部の一般国道２号と

その周辺の沿道環境改善対策に取り組んできました。 
 

●沿道環境改善プログラムについて、この度プログラム期間が終了した

ことから、これまでの取組成果についてフォローアップを実施しまし

たので、別添のとおりお知らせします。 

   

●全国的に環境負荷の少ない自動車の普及が進み、広島都市部に集中す

る交通を分散させる道路整備や低騒音舗装等道路構造の改善などの取

り組みの結果、大気環境・交通騒音ともに改善が図られつつありま

す。協議会は、今後も引き続き更なる環境改善に向け取り組んでいき

ます。 

（代表問合せ先） 

広島県道路環境対策検討協議会 事務局 

    （国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所） 

 計画課長  梅林
うめばやし

 幾彦
いくひこ

 

    TEL（082）281‐4131   FAX（082）286‐7897 

広島県道路環境対策検討協議会からの

お  知  ら  せ 
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注）黄砂による影響を除く 

１．Ｈ１３．３「沿道環境改善プログラム」の要点  

  策定経緯 

 

 

 

   

 
 

  沿道環境改善の目標 

 

 

 

 

 
 

  沿道環境改善の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島都市部における沿道環境改善プログラム 

（Ｈ１３．３策定）フォローアップ報告書 

平成 13 年当時、広島都市部の幹線道路における沿道環境は、大気質・道路交通騒音ともに環境基準

の未達成箇所が多く存在し、沿道環境は非常に厳しい状況にありました。 

そのため、特に沿道環境問題の著しい一般国道 2 号とその周辺地域を対象として、総合的な沿道環

境対策を計画的に講じるため、「広島都市部沿道環境改善検討委員会」による助言を受け、平成 13 年

に関係機関※が連携して「沿道環境改善プログラム」を策定しました。 
（※）中国地方整備局・中国運輸局・中国経済産業局・広島県・広島市・広島県警察本部・日本道路公団(現・西日本高速道路株式会社)・ 

本州四国連絡橋公団（現・本州四国連絡高速道路株式会社） 現在は、中国四国地方環境事務所・広島高速道路公社が加わっています。 

◆ 自動車交通騒音の改善 

一般国道２号の交通分散を図るとともに道路構造対策を実施し交通騒音の低減を目指します。 

◆ 大気環境の改善 

一般国道２号とその周辺において交通を分散させるなど、渋滞の緩和と走行速度の向上を図りつ

つ、併せて、自動車単体対策と連携することで二酸化窒素及び浮遊粒子状物質を対象とした大気質

の改善を目指します。 

 

●基本方針１ 都市部に集中する交通を適切に分散させるための道路整備● 

① 都市部に目的を持つ交通を担う道路整備 

② 東西方向の通過交通及び沿岸部に目的を持つ交通を担う道路整備 

③ 都市内道路ネットワークの整備 

●基本方針２  沿道への影響を低減するための道路構造の改善● 

① 影響を緩和する道路構造の改善 

② 交通を円滑に処理するための道路構造の改善 

③ 道路交通騒音の著しい地区への沿道法の活用 

● 基 本 方 針 ３  効 率 的 な 道 路 利 用 を 促 す 交 通 需 要 の 調 整 ● 

① 交通需要のコントロール 

② 公共交通機関等への転換を促す対策 

③ 道路環境負荷を低減するための道路交通の規制・誘導 

●基本方針４ 環境負荷の低減施策の推進（全国的な取り組み）● 

① 環境負荷が少ない自動車への改善 

② 低公害な自動車の普及拡大 

③ 科学的知見の充実 

自動車交通騒音の改善：低騒音舗装や低層遮音壁等の対策により、１～５ｄＢの低減効果 

大気環境の改善   ：交通需要のコントロール等の対策により、対象区間の全ての自排局で、

二酸化窒素・浮遊粒子状物質の環境基準を達成注） 

平成 13 年に策定した「沿道環境改善プログラム」については、平成 20 年 7 月に H13~H18 の取

組効果を公表しました。本報告書は、H19 以降の取組効果を把握し、広島県道路環境対策検討協議

会にてフォローアップを行うものです。 

        経緯 : H13.３ プログラム策定 

           H13～18 取組成果 フォローアップ（H20.7 公表） 

           H19～23 取組成果 フォローアップ（今回） 
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２-１．フォローアップ（基本方針 1 および 2 の実施経緯） 

道路整備として、広島高速 2号線、3号線の整備、国道 2号の低騒音舗装を行いました。しかし、

都市内道路ネットワークは未だ概成しておらず、引き続き整備を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 ○：達成（実施済）、△：未達成（実施中）、×：未達成（未着手）、－：H18までに実施済み 

⑧広島高速 
2 号線  

H22.4 開通 
②西広島 BP 
都心部延伸 
（Ⅱ期区間） 

⑦市道吉島観音線  
事業中 

⑨市道中広宇品線 
(6 車線拡幅)  
H21.5 完了 

図 広島都市部周辺の道路網整備状況 

⑥市道霞庚午線  
事業中 

③(吉島～宇品)  
H22.4 開通 

③(商工センター 
～吉島)  
事業中  

H25 開通予定 

東広島 BP 

広島高速 3 号線 

広島南道路 

④(中野～ 
  瀬野西（仮）)  

事業中  

H25 開通予定 

 

凡  例 

【道路種別】 

高速道路 

都市高速道路 

一般有料道路 

直轄国道 

補助国道 

主要地方道 

一般県道 

市道 
 

【道路整備状況】 

  H13〜18開通 

  H19〜23開通 

事業中 

④ 

③ 

① 

⑤ 

⑦ 

注）図中の○数字は上表の類型の番号に対応する。 

。 

メニュー 類型 施策名 評価 H13～18の取組 評価 H19～23の取組

1
西広島バイパス（２号高架）都心
部延伸  （Ⅰ期区間）

○ H15.10一部(L=2.1km)開通 - -

2
西広島バイパス（２号高架）都心
部延伸  （Ⅱ期区間）

× 工事未着手（L=2.1km） × 工事未着手（L=2.1km）

東西方向の通過交通及
び沿岸部に目的を持つ
交通を担う道路整備

3
広島高速３号線（広島南道路）
整備促進

△
事業中
H14.10一般部(L=1.3km)開通

○

事業中
H22.4専用部宇品－吉島間(L=2.2km)
暫定2車開通
H25年度　専用部吉島－商工センター間
(L=4.2km)暫定2車開通予定
H25年度　街路部吉島－観音間
（L=2.3km）暫定2車（一部4車）開通予定

4 東広島バイパス整備促進 △
事業中、H18.3中野IC-海田東
IC(L=2.7km)暫定2車開通

○
事業中、H25年度 中野IC-瀬野西
(仮)IC(L=4.4km)暫定2車開通予定

5
広島高速４号線（広島西風新都
線）整備促進

○ H13.10開通 ○ H20.4ETCレーン開通

6 霞庚午線整備促進 △ 事業中 △ 事業中

7 吉島観音線整備促進 △ 事業中(H15.1暫定2車線開通) △ 事業中

8
広島高速２号線（府中仁保道
路）整備促進

△ 事業中 ○ H22.4 開通

9 中広宇品線整備促進 △ 事業中 ○ H21.5 6車線拡幅完了

10 高架部の道路構造対策の実施 ○
遮音壁、裏面吸音板、低騒音舗
装、ノージョイント化実施

- -

11 一般部の道路構造対策実施 △
低騒音舗装、低層遮音壁、中央
分離帯遮音壁実施

△ H22年度 低騒音舗装敷設完了

12
新技術を活用した道路構造対策
の試験的実施

△
光触媒によるＮOx除去、廃ゴム
乾留炭化物のAs舗装適用

△ H22年度 低騒音舗装機能回復試験実施

13 出汐交差点（右折レーン延伸） ○ H13　開通 - -

14
市役所前交差点
（左折専用レーン設置）

○ H13　開通 - -

15 紙屋町交差点（地下歩道整備） ○ H13.4 開通 - -

16
横川駅前交差点
（広電横川駅移設）

○
H15.3 電停移設、交差点暫定併
用

- -

17 紙屋町周辺 バスベイ整備 ○ H13　開通 - -

道路交通騒音の著しい
地区への沿道法の活用

18 沿道法の活用 ×

都心部延伸Ⅰ期整備相当区間
では供用後に騒音の改善がみら
れたため、適用を見送った。対象
区間の他箇所は未着手

× 騒音の変化を継続監視

基
本
方
針
２

交通を円滑に処理する
ための道路構造の改善

影響を緩和する道路構
造の改善

都市内道路ネットワーク
の整備

基
本
方
針
１

都心部に目的を持つ
交通を担う道路整備
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２-２．フォローアップ（基本方針 3 および 4 の実施経緯） 

   ソフト施策として、過度のクルマ利用を控え、環境負荷を低減するパーク＆ライドや「マイカー

乗るまぁデー」などに取り組みました。引き続き、渋滞軽減や公共交通機関の利用促進について、

これらの取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 評価 ○：達成（継続実施）、△：未達成（試行含む）、×：未達成（未実施）、－：H18までに実施済み 

メニュー 施策名 評価 H13～18の取組 評価 H19～23の取組

○
ＶＩＣＳ、道路交通情報の高度化、情報提供装
置の整備

○ 継続中

△ 時差出勤・通学の促進、トラックＤＥエコ △
時差出勤・通学の促進、
まちなかeco物流

○ マイカー乗るまぁデーの実施 ○ 継続中

△ 相乗りの検討、企業送迎バスの導入 △
「環境にやさしい自動車
の優先通行レーン社会
実験」を実施（H22）

パーク＆ライドの推進 ○
市街地再開発事業で整備した駐車施設を活用
し、パーク＆ライドを実施

○
民間駐車場を活用し、
パーク＆ライドを推進中

路線バスの定時性、
高速性の確保

○
バスレーン設置検討、フィーダーバスの導入、
公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の導入

○ 継続中

公共交通機関の相互乗り
換えの円滑化

○ 横川駅前、紙屋町交差点、廿日市市役所前駅 － －

○ 自転車駐輪場の整備 ○ 継続中

△ 自転車道ネットワークの整備 △
自転車道ネットワークを
整備中

交通流の円滑処理 ○
信号制御見直し（モデラート運用）、交通規制
の変更

○ 継続中

環境負荷を低減する規制 ○
大型車の車線誘導・規制、速度・違法改造車・
過積載等の取り締まり強化

○ 継続中

ドライバーへの啓発活動、
注意喚起

○ エコドライブの普及・推進、ＰＲ活動 ○ 継続中

○
規制の前倒し・早期実施、業界における対応
促進、技術開発の促進

○ 継続中

○
低排出ガス車認定制度の実施促進、低公害車
等の普及促進、技術開発の促進

○ 継続中

○
PM2.5に対する取り組み、測定の適正・高度
化、ＤＥＰリスク評価

○ 継続中

基
本
方
針
４

環境負荷が少ない自動車への改善

低公害な車両の普及拡大

科学的知見の充実

基
本
方
針
３

交通需要のコントロール

交通の集中を回避

交通量の低減

公共交通機関等への転換を
促す対策

自転車の利用促進

道路環境負荷を低減するた
めの道路交通の規制・誘導
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３．沿道環境の改善状況 

平成 19年度から平成 23年度までの取組の効果等もあり、以下のとおり沿道環境の改善が図られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 騒音の整理値は、各年度直近の等価騒音レベルである。 

４．今後の取組 
平成 13 年に策定した「沿道環境改善プログラム」に基づき実施された取組の効果等もあり、大気環境・

自動車交通騒音ともに改善が図られつつあります。しかし、自動車交通騒音については、環境基準を超過
する区間が存在するなど課題も残存しています。そのため、平成 24、25 年度も、沿線住民の方々の環境
対策実施の意向確認や、舗装の高度管理の試験施工の実施を行ってきており、引き続き、周辺道路ネット
ワークの整備状況を踏まえた対応や環境施設帯の確保など新たな取り組みも検討しつつ、沿道環境改善に
向けて、地域住民の方々などの合意を得ながら関係機関が連携して取り組んでいきます。 

 【問い合わせ先】 
広島県道路環境対策検討協議会 事務局 
国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 計画課 

  電話：082－281－4133、 ホームページ：http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/ 

自動車交通騒音の改善 

H13～H18 までの対策結果 

                 ２～９dB の低減 

H19～H23 までの対策結果 

                 １～５dB の低減 

H13～H23 までの対策結果 

                 ２～９dB の低減 
 

高架整備済み区間では、概ね環境基準を達成（道路幅の狭い区間除く）。 

高架未整備区間では 3～8dB の騒音低減。 

H13～H18 までの対策結果 

       NO2  ：0.017ppm 減少・ＳＰＭ：0.023 mg/m3 減少 

H19～H23 までの対策結果 

       NO2  ：0.014ppm 減少・ＳＰＭ：0.027mg/m3 減少 

H13～H23 までの対策結果 

       NO2  ：0.031ppm 減少・ＳＰＭ：0.050mg/m3 減少 
 

大気環境の改善が進み、全ての自排局で環境基準を達成。 

（黄砂による影響を除く） 

※NO2 は庚午観測局の日平均値の年間 98%値の変化 
    SPM は庚午観測局の日平均値の年間 2%除外値の変化 

 

大気環境の改善 

沿道環境改善プログラム対象区間 

※要請限度：騒音規制法による規制値 

         昼間 75dB，夜間 70dB 

  環境基準：騒音に係る環境基準の基準値 

         昼間 70dB，夜間 65dB 

庚午測定局 

比治山測定局 

0.000 

0.040 

0.080 

0.120 

0.160 

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

浮遊粒子状物質濃度(SPM)の経年変化

比治山 庚午

(mg/m3) 日平均値の年間2%除外値

環境基準：0.10mg/m3

0.000 

0.020 

0.040 

0.060 

0.080 

0.100 

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

二酸化窒素濃度(NO2)の経年変化

比治山 庚午

(ppm) 日平均値の年間98%値

環境基準：0.04～0.06ppm

注）己斐本町の騒音レベルは広島市 

  測定結果 

  己斐本町以外の騒音レベルは 

  広島国道事務所測定結果 



中央分離帯遮音壁 

高架部に遮音壁を設置することで、
騒音を低減させます。 

高架部の裏面に吸音パネルを設置
することで、平面街路部からの騒音を
吸収し、反射音を低減させます。 

低騒音舗装の設置により、路面とタイ
ヤとの摩擦を低減させます。 

高架部遮音壁 裏面吸音板 

街路部の中央分離帯に遮音壁を設
置することで、騒音を低減させます。 

街路部の歩道に遮音壁を設置するこ
とで、騒音を低減させます。 

低層遮音壁 

低騒音舗装 

新技術を活用した試験的実施として、光触媒によ
りNox除去舗装の設置や低騒音舗装の機能回復
試験などを取り組んでいます。 

新技術を活用した試験的実施 

参考 
国道２号の影響を緩和する道路構造の改善 




